
様式３ 

企画提案審査方式による選定結果一覧表 

公 表 項 目 内     容 

１ 契約名 
富士山観光エコシステムに関する調査及び将

来ビジョン策定業務委託 

２ 審査年月日 令和６年５月３０日 

３ 評価基準、配点及び評価 （業者） 

株式会社ＩＣＭＧ 

（業者） 

Ａ社 

 

 

 

 

 

 

（評価基準） 

類似事業の経験や専門知識等 

（配点：５０） 

４０ ３４ 

（評価基準） 

実施体制・法令遵守・個人情報保護体制 

（配点：２５） 

２０ １７ 

（評価基準） 

本事業の目的に対する基本的な考え方・ 

スケジュール 

（配点：１００） 

８０ ６８ 

（評価基準） 

背景・課題等の整理 

（配点：１００） 

８４ ７６ 

（評価基準） 

現状把握・課題設定 

（配点：１００） 

８４ ７２ 

（評価基準） 

将来ビジョン策定 

（配点：１００） 

８８ ６８ 

（評価基準） 

見積金額 

（配点：２５） 

２５ ２５ 

４ 総合評価の審査結果 ４２１ ３６０ 

５ 契約の方法 企画提案審査随意契約 

６ 落札者(契約者)の名称 株式会社ＩＣＭＧ 

７ 契約締結年月日 令和６年６月７日 

８ 契約金額(税込) ２１，５８２，０００円 



９ 随意契約の理由及び根拠法令 

 本事業は、世界遺産富士山としてイコモス

から指摘されたオーバーツーリズムなどの

課題が未解決である中、富士山を核とした観

光振興策や交通体系を含めた富士北麓地域

のあるべき姿を描き、様々なステークホルダ

ーによる認識の共有と自律的な取り組みを

可能とすることを目的としている。 

当該地域で積み重ねられてきた生活、文

化・芸術、産業等の歴史や現状を把握した上

で、様々なステークホルダーがもつ意識下・

無意識下の多様な現状認識や将来像を引き

出すなど効果的にヒアリングを行う必要が

ある。また、世界遺産富士山が抱える課題の

解決に資する地域のグランドデザインを描

くため、国内外の専門性の高い知見を有する

者のアドバイスを得ることも必要である。ｐ 

このことから、経験とノウハウを有する事

業者から提案を受け、目的達成のために最も

効果的な企画を提案した者を選定すること

が適当である。 

（根拠法令）地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第２号 

10 所属名 
知事政策局 

富士山保全・観光エコシステム推進グループ 

 


